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務
職
員
に
限
る
。
）

四
千
円

十
二

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
一
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
限
る
。
）

三
千
円

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
」
を
「
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
職

員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次

の
五
号
を
加
え
る
。

六

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
一
、
区
分
二
、
区
分
三
又
は
区
分
四
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職

員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

五
千
五
百
円

七

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
五
、
区
分
六
、
区
分
七
又
は
区
分
八
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職

員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

四
千
五
百
円

八

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
九
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
限
る
。
）

三
千
五
百
円

九

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
限
る
。
）

二
千
円

十

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
一
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
限
る
。
）

千
五
百
円

別
表
第
一
イ
の
項
及
び
ロ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の

改
正
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道

局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
改

正
後
の
規
程
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
み
な
す
。

（
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

４

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
四
年
東
京
都
水
道

局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
第
二
十
八
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
者

等
の
号
給
の
調
整
）

５

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で

の
間
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
て
異

動
し
た
職
員
の
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改

正
前
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
前
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規

定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者
等
の
号
給
の
調
整
）

６

施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
の
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動

の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
適
用
又
は
異
動
に
つ
い
て
、
ま
ず
改
正
前
の
規
程
の
規
定

が
適
用
さ
れ
、
次
い
で
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
か
ら
改
正
後
の
規
程
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

も
の
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
与
の
内
払
）

７

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
職

員
に
支
払
わ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
補
則
）

８

附
則
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
九
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後

の
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

令
和
四
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
係
る
改
正
後
の
規
程
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
と

す
る
。

（
内
払
）
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４

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
水

道
局
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程

の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・

五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
百
分
の

五
十
（
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
（
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
に
、

「
百
分
の
五
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
九
千
二
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
二
千
五
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
三
千
七
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
一
万
分
の
一
万
九
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
分

の
二
万
一
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
九
千
百
二
十

二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万

六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
九
千
二
百
二
十
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十

五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
四
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
一
万
分
の
四
千
八
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
五
百
九
十

九
」
を
「
一
万
分
の
七
千
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
」
を

「
一
万
分
の
五
千
七
百
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
四
千
四
百
五
十
」
を
「
一
万

分
の
四
千
八
百
九
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
」
を
「
一
万
分
の
六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
九

号
中
「
一
万
分
の
四
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
四
千
九
百
五
十
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
」
を
「
一
万

分
の
六
千
五
百
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後

の
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
勤
勉
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

令
和
四
年
十
二
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
係
る
改
正
後
の
規
程
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分

の
百
三
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
四
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
百
十
五
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五
」
と
、

「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五
」
と
、
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。

（
内
払
）

４

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
き

令
和
四
年
十
二
月
に
支
払
わ
れ
た
勤
勉
手
当
は
、
改
正
後
の
規
程
に
基
づ
く
勤
勉
手
当
の
内
払
と
み

な
す
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
四
第
四
項
中
「
、
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都
条
例
第

百
十
三
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
開
示
手
数
料
及
び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
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例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
第
四
十
五
条
」
を
「
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
号
）
第
六
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
七
号

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
二
条
第
七
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
文
書
に
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五

号
。
以
下
「
情
報
公
開
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
各
号
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
又
は
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
情
報
が
外
部
に

漏
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
」
を
「
情

報
公
開
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東

京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

「
、
又
は
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
秘
密
文
書
に
記
録
さ
れ
た
保
有
特
定
個
人
情
報
を
開

示
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
八
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
下

水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
、
日
」
の
下
に
「
又
は
時
間
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
、
」
を
加
え
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
と
き

は
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
九
号

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東

京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
妊
娠
出
産
休
暇
」
の
下
に
「
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
）
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第
十
六
条
の
二

妊
娠
症
状
対
応
休
暇
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
規
程
第
二
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
使
用
し
た
」
及
び
「
職
員
の
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
、
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
、
」
を
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
第
十
六

条
の
二
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
指
定
職
員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以

外
の
職
員
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
」
を
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中

「
あ
る
職
員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、

同
項
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

七

指
定
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

一
万
六
千
五
百
円

八

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
一
、
区
分
二
、
区
分
三
又
は
区
分
四
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職

員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

一
万
一
千
円

九

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
五
、
区
分
六
、
区
分
七
又
は
区
分
八
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職

員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

九
千
円

十

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
九
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
限
る
。
）

七
千
円

十
一

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
限
る
。
）

四
千
円

十
二

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
一
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
限
る
。
）

三
千
円

第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
職
員
」

の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
五

号
を
加
え
る
。

六

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
一
、
区
分
二
、
区
分
三
又
は
区
分
四
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職

員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

五
千
五
百
円

七

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
五
、
区
分
六
、
区
分
七
又
は
区
分
八
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職

員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。
）

四
千
五
百
円

八

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
九
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
限
る
。
）

三
千
五
百
円

九

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
に
限
る
。
）

二
千
円

十

管
理
職
手
当
の
区
分
が
区
分
十
一
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
限
る
。
）

千
五
百
円

別
表
第
一
イ
の
項
及
び
ロ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改

正
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水

道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和

四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
改

正
後
の
規
程
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と

み
な
す
。

（
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

４

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
四
年
東
京

都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
第
十
五
項
中
「
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
者

等
の
号
給
の
調
整
）

５

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で

の
間
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
て
異

動
し
た
職
員
の
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改

正
前
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
前
の
規
程
」
と
い

う
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者
等
の
号
給
の
調
整
）

６

施
行
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
の
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動

の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
適
用
又
は
異
動
に
つ
い
て
、
ま
ず
改
正
前
の
規
程
の
規
定
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が
適
用
さ
れ
、
次
い
で
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
か
ら
改
正
後
の
規
程
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

も
の
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
与
の
内
払
）

７

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
職

員
に
支
払
わ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
内
払
と
み
な
す
。

（
補
則
）

８

附
則
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理

規
程
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
七
項
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下

「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
例
措
置
）

３

令
和
四
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
係
る
改
正
後
の
規
程
第
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
七
十
七
・

五
」
と
す
る
。

（
内
払
）

４

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に

基
づ
き
令
和
四
年
十
二
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

の
内
払
と
み
な
す
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
二
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理

規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十

二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・

五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百

分
の
五
十
（
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
（
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
に
、

「
百
分
の
五
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
九
千
二
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
二
千
五
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
三
千
七
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
一
万
分
の
一
万
九
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
分

の
二
万
一
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
九
千
百
二
十

二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万

六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
九
千
二
百
二
十
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十

五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
四
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
一
万
分
の
四
千
八
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
五
百
九
十

九
」
を
「
一
万
分
の
七
千
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
」
を

「
一
万
分
の
五
千
七
百
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
四
千
四
百
五
十
」
を
「
一
万



令和4年12月22日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 101） ５６

分
の
四
千
八
百
九
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
」
を
「
一
万
分
の
六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
九

号
中
「
一
万
分
の
四
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
四
千
九
百
五
十
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
」
を
「
一
万

分
の
六
千
五
百
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
以
下

「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
例
措
置
）

３

令
和
四
年
十
二
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
係
る
改
正
後
の
規
程
第
三
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
と
、

「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
四
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
十
五
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十

五
」
と
、
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五
」
と
、
「
百
分
の
五
十
七
・

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。

（
内
払
）

４

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に

基
づ
き
令
和
四
年
十
二
月
に
支
給
さ
れ
た
勤
勉
手
当
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当

の
内
払
と
み
な
す
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
三
号

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
、
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都

条
例
第
百
十
三
号
）
第
二
十
二
条
及
び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
第
四
十
五
条
」
を
「
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
号
）
第
六
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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